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刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）

（
刑
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
号
及
び
第
三
条
の
二
第
一
号
中
「
準
強
姦
」
の
下
に
「
、
集
団
強
姦
等
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
中
「
十
五
年
」
を
「
二
十
年
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
二
十
年
」
を
「
三
十
年
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加

え
る
。死

刑
又
は
無
期
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
を
減
軽
し
て
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
長
期
を

三
十
年
と
す
る
。

第
百
七
十
六
条
中
「
七
年
」
を
「
十
年
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
七
条
中
「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
八
条
中
「
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
、
又
は
姦
淫
し
た
者
は
、
前
二
条
」
を
「
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
者
は
、

第
百
七
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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２

女
子
の
心
神
喪
失
若
し
く
は
抗
拒
不
能
に
乗
じ
、
又
は
心
神
を
喪
失
さ
せ
、
若
し
く
は
抗
拒
不
能
に
さ
せ
て
、
姦
淫
し

た
者
は
、
前
条
の
例
に
よ
る
。

第
百
七
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
集
団
強
姦
等
）

第
百
七
十
八
条
の
二

二
人
以
上
の
者
が
現
場
に
お
い
て
共
同
し
て
第
百
七
十
七
条
又
は
前
条
第
二
項
の
罪
を
犯
し
た
と
き

は
、
四
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。

第
百
七
十
九
条
中
「
前
三
条
」
を
「
第
百
七
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
条
第
一
項
中
「
前
条
ま
で
の
罪
」
を
「
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
及
び
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
か
ら
前
条
ま
で
の
罪
」
を
「
若
し
く
は
第
百
七
十
八
条
第
一
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
」
に
改
め

る
。第

百
八
十
一
条
中
「
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
の
罪
」
を
「
若
し
く
は
第
百
七
十
八
条
第
一
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の

未
遂
罪
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
百
七
十
七
条
若
し
く
は
第
百
七
十
八
条
第
二
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
を
犯
し
、
よ
っ
て
女
子
を
死
傷
さ
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せ
た
者
は
、
無
期
又
は
五
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。

３

第
百
七
十
八
条
の
二
の
罪
又
は
そ
の
未
遂
罪
を
犯
し
、
よ
っ
て
女
子
を
死
傷
さ
せ
た
者
は
、
無
期
又
は
六
年
以
上
の
懲

役
に
処
す
る
。

第
百
九
十
九
条
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
条
中
「
十
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
若
し
く
は
科
料
」
を
「
十
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十

万
円
以
下
の
罰
金
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
条
中
「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
条
の
二
第
一
項
中
「
十
年
」
を
「
十
五
年
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
条
中
「
七
年
」
を
「
六
年
」
に
改
め
る
。

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
第
百
七
十
八
条
」
を
「
第
百
七
十
八
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
条
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
あ
た
る
」
を
「
当
た
る
」
に
、
「
十
五
年



- 4 -

」
を
「
二
十
五
年
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
あ
た
る
」
を
「
当
た
る
」
に
、
「
十
年
」
を
「
十
五
年
」
に
改
め
、
同
条

第
六
号
中
「
あ
た
る
」
を
「
当
た
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
あ
た
る
」
を
「
当
た
る
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
あ
た
る
」
を
「
当
た
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、

同
条
第
三
号
中
「
十
年
以
上
」
を
「
十
五
年
未
満
」
に
、
「
あ
た
る
」
を
「
当
た
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し

、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

長
期
十
五
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
つ
い
て
は
十
年

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
七
号
中
「
五
年
」
を
「
六
年
」
に
改
め
る
。

（
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
ノ
二
第
一
項
及
び
第
一
条
ノ
三
第
一
項
中
「
十
年
」
を
「
十
五
年
」
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
犯
罪
の
国
際
化
及
び
組
織
化
並
び
に
情
報
処
理
の
高
度
化
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
条
の
う
ち
組
織
的
な

犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
七
号
の
改
正
規
定
中
「
第
三
条
第
一
項
第
七
号
」

と
あ
る
の
は
、
「
第
三
条
第
一
項
第
三
号
」
と
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
犯
罪
の
国
際
化
及
び
組
織
化
並
び
に
情
報
処
理
の
高
度
化
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
第
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
四
条
の
う
ち
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
第

一
条
ノ
二
第
一
項
及
び
第
一
条
ノ
三
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
一
条
ノ
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
一
条
ノ
三
」
と

す
る
。

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
四
十
条
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の
罪
に
当
た
る
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
犯
し
た
罪
の
公
訴
時
効
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
第

二
百
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条

併
合
罪
と
し
て
処
断
す
べ
き
罪
に
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
犯
し
た
も
の
と
施
行
後
に
犯
し
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
の
罪
に
つ
い
て
刑
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
併
合
罪
と
し
て
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
加
重
を
す
る
と

き
は
、
旧
法
第
十
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
罪
の
う
ち
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
犯
し
た
も
の
の
み
に

つ
い
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
法
第
十
四
条
の
規
定
を
適
用
し
て
処
断
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
刑
が
、
こ
れ

ら
の
罪
の
す
べ
て
に
つ
い
て
旧
法
第
十
四
条
の
規
定
を
適
用
し
て
処
断
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
刑
よ
り
重
い
刑
と
な
る
と

き
は
、
そ
の
重
い
刑
を
も
っ
て
処
断
す
る
。

（
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

１

刑
に
処
す
る
裁
判
に
よ
り
終
結
し
た
被
告
事
件
の
保
管
記
録

死
刑
又
は
無
期
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
処
す
る
裁
判
に
係

五
十
年

(一)

る
も
の

十
年
以
上
の
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
す
る
裁
判
に
係
る

二
十
年

(二)
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別
表
中

も
の

を

五
年
以
上
十
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
す
る
裁
判
に
係

十
年

(三)

る
も
の

五
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
す
る
裁
判
に
係
る
も
の

五
年

(四)

罰
金
、
拘
留
又
は
科
料
に
処
す
る
裁
判
に
係
る
も
の

三
年
（
法
務
省
令
で
定
め

(五)

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法

務
省
令
で
定
め
る
期
間
）

」

「

１

刑
に
処
す
る
裁
判
に
よ
り
終
結
し
た
被
告
事
件
の
保
管
記
録

死
刑
又
は
無
期
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
処
す
る
裁
判
に
係

五
十
年

(一)

る
も
の

二
十
年
を
超
え
る
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
す
る
裁
判
に

三
十
年

(二)

係
る
も
の

十
年
以
上
二
十
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
す
る
裁
判
に

二
十
年

(三)

係
る
も
の

に
改
め
る
。

五
年
以
上
十
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
す
る
裁
判
に
係

十
年

(四)

る
も
の

五
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
す
る
裁
判
に
係
る
も
の

五
年

(五)

罰
金
、
拘
留
又
は
科
料
に
処
す
る
裁
判
に
係
る
も
の

三
年
（
法
務
省
令
で
定
め

(六)

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法

務
省
令
で
定
め
る
期
間
）

」

（
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

国
際
受
刑
者
移
送
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
中
「
二
十
年
」
を
「
三
十
年
」
に
改
め
る
。

（
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
条
第
十
一
号
の
受
入
移
送
犯
罪
（
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら

の
す
べ
て
）
を
犯
し
た
者
に
係
る
同
条
第
二
号
の
共
助
刑
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
十

七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


